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１ 人材育成方針改訂の趣旨 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住みたくなるまち 日本一 

－１－ 

本市におきましては、町の将来像や行政のあり方等を踏まえなが

ら、これからの時代に求められる職員像について明らかにするた

め、平成１７年３月に「富谷町人材育成基本方針」を策定し、職員

資質の向上を図ってきたところです。 

 

この間、全国的には、超高齢・人口減少社会の到来に伴う財政逼

迫等が着実に進む等、自治体を取り巻く環境は大きく変化しまし

た。このような中、本市におきましては継続的に人口が増加し、平

成２８年１０月１０日、「富谷町」から「富谷市」へと移行しまし

た。 

 

市制施行に伴い、住民ニーズはより多様化・高度化・専門化する

ことが見込まれ、従来にも増して的確かつ迅速に対応することが求

められております。このためには、限られた経営資源(人、物、

金、情報)を効果的・効率的に活用することが必要であり、組織体

制の整備と併せ、職員一人ひとりの意識の高揚・能力開発等、人材

育成を推進しなければなりません。 

 

このことにより、今般、「職位に応じて求められる能力」「人材育

成の具体化」を掲示する等、人材育成基本方針を改訂し、時代に即

した人材育成の方向性を示すものです。 

 

人材育成は、一朝一夕にして成果が現われるものではありませ

ん。人材育成のための取り組みを継続して着実に実行し、職員各々

が「気づき」「考え」「行動」に結び付けることにより、その成果を

得ることにつながります。 

    

本方針により、職員一人ひとりがその趣旨と内容を理解し、自身

の能力開発及び人材育成につなげることを期待するものです。 



２ 人材育成方針改訂概要（新旧対照表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住みたくなるまち 日本一 

改訂：平成 29 年 

 

構成内容 

１．改訂の趣旨 

２．人材育成方針改訂概要(新旧対照表) 

３．本市を取り巻く環境変化 

４．目指すべき職員像 

５．求められる能力 

６．人材育成の具体的な取り組み 

７．人材育成推進体制の整備 

 

目指すべき職員像 

１．幅広い視野と創造性、柔軟性を持った職員 

２．市民の視点で課題を的確にとらえることので

きる感受性を持った職員 

３．情熱と使命感を持って、地域と富谷市民のた

めに行動する職員 

４．コスト意識を持ち、効率的に業務遂行できる

職員 
 

 

求められる能力 

（１）全ての職員に求められる能力 

①業務に対する知識・技術を習得する能力 

②コミュニケーション能力 

③課題発見・情報収集能力 

④業務遂行能力   

（２）職位に応じて求められる能力 

 

人材育成の具体的な取り組み 

１．人事管理制度 

２．職員研修の充実 

３．人事評価制度 

４．良好な職場風土づくり 

 

 

 

人材育成推進体制の整備 

１．人を育てる人事管理体制 

２．人材育成基本方針の改訂 

現行：平成 17 年 3 月策定 
 
構成内容 
Ⅰ．趣旨 
Ⅱ．求められる職員 
Ⅲ．求められる職員の能力 
Ⅳ．学習的風土づくり等の総合的取組の推進 
Ⅴ．職員研修の充実 
Ⅵ．人材育成推進体制の整備等 
 
 
求められる職員象 
１．幅広い視野と創造性、柔軟性を 

持った職員 
２．市民の視点で問題を的確にとらえ 

ることのできる感受性を持った職員 
３．情熱と使命感を持って行動する職員 
 
 
 
 
求められる職員の能力 
１．政策形成能力 
２．行政経営能力 
３．コミュニケーション能力 
４．課題発見・解決能力 
５．職務遂行能力   
 
 
学習的風土づくり等の総合的取組の推進 
１ 学習意欲を育む職場環境づくり 
 
職員研修の充実 
１．自己啓発 
２．職場研修（ＯＪＴ） 
３．職場外研修（ＯｆｆＪＴ） 
 
人材育成推進体制の整備等 
１．人材育成推進体制の整備 
２．他の自治体との連携 
３．人材育成基本方針の見直し 

 

－２－ 



３ 本市を取り巻く環境変化 

       年度 

区分 
平成１７年度 平成２７年度 比較 

人  口(国勢調査) ４１、５９３人 ５１，５９１人 ９，９９８人

 
年齢

構成 

15 歳未満 １８．９% １８．７% △０．２%

15～64 歳 ６９．６% ６３．５% △６．１%

65 歳以上 １１．４% １７．６% ６．２%

平均年齢(国勢調査) ３８．０歳 ４０．９歳 ２．９歳

事業所総数(経済ｾﾝｻｽ) １，０７０所(H18) １，３２１所(H26) ２５１所

従業員数(経済ｾﾝｻｽ) 
１１，５２８人

(H18)

１４，０４６人

(H26) 

２，５１８人

行政組織機構 
１局１２課 ７部２局２１課５室 

(H29) 

７部１局９課５室

行政組織 職員総数 ２６６人 ３３５人(H29) ６９人

一般会計(歳入)決算額 7,770,871 千円 13,406,123 千円 5,635,252 千円

一般会計(歳出)決算額 8,178,445 千円 12,732,426 千円 4,553,981 千円

 

４ 目指すべき職員像 

   職員が成長し続けることは、より良い地域社会を創造することにつなが

ります。限られた財源や人的資源の中では、職員が一丸となって業務遂行

能力を高め、困難な課題に対して全力で行動していかなければなりませ

ん。 

   本市の独自性を発揮し、創造的かつ効果的な行政施策やサービスを市民

に提供するためには、次のような職員像を目指す必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 富谷市職員の目指すべき職員像 － 

１ 幅広い視野と創造性、柔軟性を持った職員 

２ 市民の視点で課題を的確にとらえることのできる感受性を持っ

た職員 

３ 情熱と使命感を持って、地域と富谷市民のために行動する職員 

４ コスト意識を持ち、効率的に業務遂行できる職員 

－３－ 
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５ 求められる姿勢と能力 

    

 

 

 

 

(１) 全ての職員に求められる能力 

① 業務に対する知識・技術を習得する能力 

 担当業務を遂行する上で、必要とされる専門的知識・技術の習得と

併せ、本市の推進事業に関する情報の共有化を図り、自らの業務遂行

に活用していく能力 

 

② コミュニケーション能力 

 市民や地域の声に真摯に耳を傾ける傾聴力を持ち、市民・職員など

組織内外の関係者と良好で建設的なコミュニケーションを保つ能力

や、市民に分かりやすく説明し理解を得ることができる能力 

 

③ 課題発見・情報収集能力 

 現状に満足することなく、改善の意識を持続的にもち、情報の収

集・管理に努め、社会情勢の変化や住民ニーズを的確に認知する能力 

 

④ 業務遂行能力 

 業務目標や役割を果たすとともに、課題や住民ニーズに対し、創意

工夫や改善を重ね業務推進し、期待される成果を達成する能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体の奉仕者としての使命や市民の福祉の増進の目的の下に、職員の適 

性、特徴及び多様性を十分に生かしつつ、目指すべき職員像に近づくため

に必要な姿勢や能力を提示します。 

住みたくなるまち 日本一 

－４－ 



(２) 職位に応じて求められる能力 

 職務遂行能力 対人能力 

部長級 

政策的判断・進言能力 影響力・調整力 

 長期的かつ多角的な視点

にたった政策的判断と進言

をすることができる 

 部を統括し調整力を発揮

し、内外に信頼感を持って

もらうことができる 

課長級 

経営管理能力 統率力 

 (※１)二律背反的な課題

にも、調和させ効果的・効

率的に成果を上げることが

できる 

 関係機関等との連携を図

るとともに、課内を統率す

ることができる 

課長補佐・ 

主幹級 

管理能力 育成力 

 職務の進捗状況を把握

し、職務の成果を上げるこ

とができる 

 課内における調整を図

り、部下のモチベーション

を上げる等の育成ができる 

主査級 

高度な専門能力 折衝力 

 職務に精通し、遺漏なく

遂行するとともに、係員に

助言・支援ができる 

 それぞれの立場を理解

し、話をまとめ説得するこ

とができる 

主事級 

専門能力 説明力 

 職務に必要な専門知識や

技術を身に付け、担当業務

を遺漏なく遂行できる 

 相手の立場に立って話を

聞き、相手にわかりやすく

説明することができる 

(※１)二律背反的：相反する方針（命題） 

 

 

６ 人材育成の具体的な取り組み 

（１）人事管理制度 

  

 

 

 

 

 

 

人事管理は、職員の持つ資質を把握し、職員の意欲と能力を最大限に引

き出し、活用することで、組織全体の能力を高め、活性化させることを目

的としています。 

このことから、職員の意欲向上を図る人材育成の視点にたち、人材の確

保、人事異動・適正配置を行うとともに、職階・職制ﾊﾞﾗﾝｽを考慮した持続

可能な人事管理制度の整備を進めます。 

住みたくなるまち 日本一 

－５－ 



① 人材の確保 

     ○本市の未来を担う人材確保の観点から、豊かな感性と行動力に優

れた職員を採用する必要があります。採用にあたっては、「職員

として富谷市に貢献する」という強い意志や、公務に対する意

欲・意識が高い「人財」の確保を目指し、知識のみに偏らない、

人間性を考慮した人材確保に努めます。 

     ○専門性等を高めるため、必要に応じた「特定任期付職員」や「一

般任期付職員」等の活用を図り組織力向上に努めます。 

 

② 人事異動・適正配置 

○定員管理の観点からも、今後大幅な人員増が見込めない中、効果

的・効率的な人事配置により市民サービスの向上を図ることが必

要です。ノウハウの蓄積と情報共有化を推進するとともに、高度

化・複雑化する課題に対応するため、中核となるスペシャリスト

の適正配置に努めます。 

○組織体制の更なる強化を進めるために、職務の適性を把握すると

ともに経験を鑑み、課の業務の性質等に応じたゼネラリストとス

ペシャリストの両立した体制とすることが必要であることから、

複線型人事管理制度の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 専門職の育成支援 

○行政課題の複雑化及び高度化に的確に対応するため、各部課にお

ける専門職の計画的・段階的な指導・育成を促すとともに、支援

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事管理制度のイメージ 

人材確保 

人事異動 

昇格・昇任・

管理職登用 

主事・主査級 主幹・補佐級 課長・部長級 

優秀な人材の確保 

（※２）ｼﾞｮﾌﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝ （※３）複線型人事管理制度 

人事評価を参考とした人事配置

人事評価に基づく昇給昇格 

住みたくなるまち 日本一 

管理職登用の整備運用 

－６－ 

（※２） ｼﾞｮﾌﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝ：職員の能力開発や適性を見出し、将来のｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝに資するため、定期的に幅広く職務

を経験させる計画的な人事異動制度。 
（※３）複線型人事管理制度 ：行政全般に対応できるｾﾞﾈﾗﾘｽﾄ、専門的で高度な知識と経験を有するｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ、

自治体経営の視点に立ったﾏﾈｰｼﾞｬｰを育成する、新時代に対応した人事制度。 



（２）職員研修の充実 

    

 

 

 

 

 

 

 

① 自己啓発 

     能力開発の基本は、職員が主体的に取り組む自己啓発であり、職員

は職務の円滑な遂行のため、市民ニーズや社会情勢の変化などに常に

注意を払い、幅広い視野と知識を養うなど、絶えず自己研さんに努め

る必要があります。職場においては、職員が自己啓発のための各種研

修へ参加しやすい環境づくりを構築し、職員の意識高揚に努めます。 

 

② 職場研修(ＯＪＴ) 

     職場研修は、職場において職務を通じて行われる研修であり、職場

の上司・先輩等が職場内で業務をしながら、機会をとらえて業務に必

要な情報や知識、技術等を計画的に指導するものです。 

     職員の能力は、実務を通じて育成することが最も効果的であり、今

後とも人材育成の中心に据えて取り組みます。 

     なお、職場研修を進めるにあたっては、職場を学習の場、人を育て

る場として捉え、上司や管理職が、職場研修の目的と方法を個々の職

員に応じて明確にしながら取り組んでいくことが必要です。 

上司や管理職にあっては、自らの資質向上に向けた取り組みである

ことを自覚して対応を図るよう努めます。 

 

③ 職場外研修（ＯＦＦＪＴ） 

 職場外研修は、職場を離れて行われる研修であることから、集中的

に行うことができ、基礎的な知識・技術を体系的に学習でき、高度・

専門的な知識を学習することにおいても効果的です。 

 また、他自治体の職員との交流や情報交換を通じて相互に啓発しあ

い、より幅の広い知識や人間関係を得られる効果があることから、宮

城県市町村職員研修所、市町村中央研修所（市町村アカデミー）等集

合研修所への委託研修を引き続き実施していきます。 

職員は、住民福祉の増進を図るため、使命感と目的意識をもって、主体 

的に業務に向き合う持続する強い意志が求められます。 

 職員の能力開発は、職員自身が公務員としての自覚に根ざして行う自発 

的努力である自己啓発、上司、先輩等が業務を通じて行う職場研修(OJT)、 

日常業務を離れて行われる職場外研修（OFFJT）に区分され、それぞれの特 

性を活かし効果的な研修受講を促し、職員の能力開発に努めます。 

住みたくなるまち 日本一 

－７－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）人事評価制度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員研修（能力開発）の全体像 

職員研修 

自己啓発（自主研

職場研修 

(OJT) 

職場外研修 

(OFFJT) 

自発的な研修参加への支援 

職場研修（OJT）の実施 

実務・基礎研修の実施 

トレンド研修の実施 

宮城県市町村職員研修所 

市町村中央研修所等 

民間研修 

 

 

人事評価の仕組み 

能力評価 業績評価 

「能力」「労働意欲」「職務行動」 

について評価 

「目標の達成度合い」「仕事の 

成果」について評価 

評価者研修 

昇給昇格の参考 
勤勉手当に反映 

昇給昇格に反映 

人事配置・管理職登用の参考 

職員の能力開発と組織の活性化を図り、能力・実績を重視した適材適所 

の人事管理を推進していくには、適切な人事評価が必要となります。自ら

の強みや弱みに気づき、新たな成長へとつなげ、全体の奉仕者として、高

度な職務遂行能力と倫理観を持つ職員の育成に努めます。 

住みたくなるまち 日本一 

－８－ 



（４）良好な職場風土づくり 

      

 

 

 

 

 

 

① 意欲的に取り組むことのできる職場 

     職員は日常業務を通して成長するものであり、職場においては部下

に対してあらゆる機会をとらえて的確に指導・助言していくことが必

要です。 

     管理監督者の役割には、部下の指導育成があり、人づくりの職場環

境形成が求められています。職場において活発な意思疎通ができる職

場環境の形成を図ります。 

  

② メンタルヘルスの推進 

 ストレス社会を反映し、全国的にメンタル的な疾病により療養する

事案が増加しています。職員のストレスの程度を把握し、職員自身の

ストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげて働きやすい

職場づくりを進めるため、ストレスチェックの継続的・計画的な運用

や衛生委員会における協議・検討を図り改善に努めます。 

 

③ 定期的な部・課内協議の推進 

     的確な業務遂行を図るため、部又は課において定期的な協議を実施

し、目標や課題の共有に努めます。 

 

④ 職員の多様な発想を活かす (仮称)職員提案制度の推進 

 職員のモチベーション向上や政策形成能力向上を図り、活力ある職

場風土の醸成を図るため、(仮称)職員提案制度の推進に努めます。 

 

⑤ ワーク・ライフ・バランスの推進 

長時間労働の抑制を図り、ワーク・ライフ・バランスが調和するよ

う、管理監督者が率先した働き方改革の推進に努めます。 

 

 

人材育成を進めるためには、職員研修や人事管理等の充実のみならず、 

人材育成の現場である良好な職場環境の醸成が大切です。 

このためには、職場における「報告(ホウ)・連絡(レン)・相談(ソウ)」 

を徹底し、職員間のコミュニケーションの活性化を図ることにより、風通

しのよい活気のある職場風土の構築に努めます。 

住みたくなるまち 日本一 
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７ 人材育成推進体制の整備 

（１）人を育てる人事管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

① 管理職の役割 

管理・監督者の役割は、部下の行動に影響を与え、部下が意欲を持っ

て働けるように動機づけをすることです。 

そのためには、管理・監督者に対する研修の充実を図るなどして、自

覚を促し、普段から職員との意思疎通を密にすることが大切です。特

に、若手職員に対する助言や指導を行い、職員の状況をよく把握し、職

員自らの考えを発言でき十分に能力を発揮できるよう、より良い職場環

境づくりと効率的な業務の運営に努めます。 

 

② 人材育成担当課の役割 

人材育成を効果的・系統的に推進していくためには、職員全体の育成 

体系を立てるとともに、個別の取り組みを総合的に調整していく必要

があります。このことから、職員研修や人事評価制度の運用にあって

は、人材育成担当部門と各部課等との連携を深め、横断的な連絡調整

に努めます。 

 

③ 人を育てる人事管理制度の継続的な改善 

 能力評価、業績評価等人事評価制度については、常に制度のありか

たを検証し改善を図ることが必要です。 

 さらには、人事配置や管理職登用等についても、多面的・総合的な

視点で組織力向上に繋がる適切な運用に努めます。 

 

（２）人材育成基本方針の改訂 

自治体を取り巻く時代の環境変化や、住民意識の変化等に的確に対応 

する人材を育成するため、人材育成基本方針を必要に応じて改訂を行っ

ていきます。 

人材育成を効果的に推進していくためには、職員一人ひとりが意欲を持

って自己啓発に取り組んでいくことが大切です。そのためには、各所属の

管理監督者は部下育成の責務を自覚し、段階的かつ積極的に指導育成に努

める必要があります。 

人材育成担当課にあっては、各部課との連携を深めるとともに、人材育

成推進のための体制整備並びに運用に努めます。 

－１０－ 
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